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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
　 回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月
平成19年
3月31日

平成20年
3月31日

平成21年
3月31日

平成22年
3月31日

平成23年
3月31日

営業収益 (千円) 173,024348,012314,117246,366382,431

純営業収益 (千円) 168,861329,268297,699229,378358,346

経常損失 (千円) 88,252 82,951 30,957 62,621 8,785

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △ 90,086△ 87,30216,219△ 65,894△909,735

持分法を適用した場合の投資利益
又は投資損失金額（△）

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 363,630395,030395,030410,030415,030

発行済株式総数 (株) 6,564 7,192 7,192 8,192 8,442

純資産額 (千円) 242,420217,918234,137198,243△701,491

総資産額 (千円) 1,659,2811,138,4071,118,8581,122,2592,008,544

１株当たり純資産額 (円) 36,939.4830,300.1432,555.3224,199.64△83,095.44

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

１株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額（△）

(円)△ 15,989.87△ 12,782.102,255.18△ 9,158.36△108,555.68

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 14.6 19.1 20.9 17.7 △34.90

自己資本利益率 (％) △ 37.1 △ 37.9 7.2 △ 30.5 ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

自己資本規制比率 (％) 266.3 171.4 202.9 203.4 △302.3

営業活動によるキャッシュフロー (千円) △ 110,512△ 122,01380,906△ 55,14013,623

投資活動によるキャッシュフロー (千円) ― ― ― ― △500

財務活動によるキャッシュフロー (千円) 160,90062,800 ― 30,000 10,000

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 185,424126,211207,117181,977205,100

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）

　
        29
        (5)

        41
        (5)

 25
(5)

 27
(5)

23
(5)

(注) １．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の比率は以下のように算出しております。
　

自己資本比率＝
純資産（資本）合計

×100(％)
負債・純資産（資本）合計

　

自己資本利益率＝
当期純損益

×100(％)
(期首純資産（資本）合計＋期末純資産（資本）合計)÷２

　

　　　　　自己資本規制比率は金融商品取引法（旧証券取引法）に基づき、決算数値をもとに算出

　　　　　したものであります。
　

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、第7期から第11期まで、新株予約権の残高はありますが、

各期において当社株式は非上場・非登録株式であるため、各期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

４．株価収益率については、当社は非上場及び非登録であり、株価の算定が困難であるため、記載しておりません。

５．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載してお

りません。

　

２【沿革】

　 年月 沿革

　 平成12年8月 投資顧問業（助言業務）を目的として、有限会社エコ・プランニング発足
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　 平成16年9月　 証券業登録を見据え、株式会社に組織変更

　 同年11月 投資顧問業を廃業

　 同年12月 本社所在地を東京都中央区新川に移転

　 平成17年10月 証券業登録

　 同年11月 証券業協会に加入

　 同年11月 営業開始 

　
平成22年2月

平成23年3月

第2種免許登録

自己資本規制比率が120％を下回ったことから、自主的に営業を休止

　

３【事業の内容】

当社の基幹業務は、お客様のご意向を受けた金融商品仲介業者から有価証券取引の注文を受け、これを取

引所等に取り次ぐことにより、媒介手数料をいただくものであります。

当社の事業内容は、１．有価証券の売買 ２．有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理及び有価証券市場

における売買取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ３．有価証券の引受及び売出し ４．有価証券の募集又

は売出しの取扱い、その他証券業に関する業務、になります。ただし、平成23年3月17日に、自己資本規制比率

の数値が120%を下回ったことから、金融庁に届出を行い、自主的に営業を休止し、新たな買付、新規建の受注

を停止しております。

　

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

５【従業員の状況】
　

平成23年3月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与(千円)

23 55.74 3.32 3,532

(注)　１．従業員数については、役員・顧問を除く就業人員数を記載しております。

　　　２．平均年間給与には、賞与及び基準外賃金が含まれております。

　　　３．上記の従業員のほかに、平成23年3月末までの直近1年間において、平均5名の臨時従業員が在籍しておりま

　　　　　す。

　　　４．労働組合の状況について、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

　　　５．当社は単一のセグメントであるため、セグメント別の記載はありません。
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第２ 【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当事業年度における我が国経済は、上半期までは南欧諸国の財政問題に端を発した円高ドル安の急激な進展

等に伴い調整局面にありましたが、それ以後につきましては、日銀の包括緩和策や米国のＱＥ２政策を受け、

円高局面が一服するとともに、株価は反転いたしました。さらに、出遅れ感のある日本株式に対する外国人投

資家による買いも入ったことから、日経平均株価は年末にかけて1万円の大台を回復いたしました。その後、景

気は踊り場局面から緩やかな回復基調にあったものの、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、日

本経済は大打撃を受けることとなりました。

　このような経営環境の中で、当社は前期に引き続いて顧客口座ならびに預り資産の増大に努めるとともに、

当社を所属証券会社とする金融商品仲介業者（ＩＳＡ）および契約外務員（ＩＡ）の募集を行いつつ、経費

削減、自己資本増強ならびに収益力向上を経営方針に掲げ、業務に邁進してまいりました。当事業年度は、上半

期において中間純損失30,470千円を計上したものの、平成23年2月までは、株式手数料収入・オプション取引

手数料が堅調に推移しており、通期黒字が射程に入る勢いでした。

　しかし、東日本大震災発生に伴う株価の急激かつ大幅な下落により、状況が一変いたしました。震災後の2日

間で日経平均株価が8,000円を下回る水準にまで下落したことに伴い、当社においてオプション取引を行って

いた顧客に多額の追加証拠金を支払う義務が生ずるとともに、当該証拠金を期限までに支払うことができな

かったことから、オプション取引の建玉の強制決済を受けることになりました。この結果、顧客からオプショ

ン取引の注文を受けて、母店であるひまわり証券（現在は証券業務から撤退しております）に取引の発注を

していた当社においても、同社に対して多額の債務を負うことになるとともに、顧客に対する債権について回

収の目処が立たないことを理由に貸倒引当金を計上したことから、甚大な損失を被ることとなりました。

　この結果、当事業年度の営業収益は382,431千円（前期比55.2％増）、営業損失は13,279千円（前事業年度：

63,394千円の営業損失）、経常損失は8,785千円（前事業年度：62,621千円の経常損失）、当期純損失は

909,735千円（前事業年度：65,894千円の当期純損失）となりました。また、当社はオプション取引を行って

いた顧客に対する債権について多額の貸倒引当金を計上したことから、701,491千円の債務超過となっており

ます。

主な営業収益と営業費用の内訳は以下のとおりであります。

　

（営業収益）

当事業年度の受入手数料は354,075千円（前期比59.6%増）となりました。なお、受入手数料の内訳は以

下のとおりになります。 

① 受入手数料

　
平成22年3月期
(千円)

平成23年3月期
(千円)

増減額
（千円）

　受入手数料 221,728 354,075 132,347

　  委託手数料 175,931 291,903 115,972

　  募集・売出の取扱手数料 16,637 30,090 13,453

　  その他の受入手数料 29,158 32,080 2,922

　 　 　 　

　

② トレーディング収益
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当事業年度のトレーディング収益は、2,716千円の赤字（前事業年度は93千円の赤字）となりました。

これは、主に株式等のトレーディングによるものであります。

　

③ 金融収益

当事業年度の金融収益につきましては、31,073千円（前期比25.6％増）となりました。これは、主に株

式の信用取引に伴う受取利息によるものであります。

　

（営業費用）

① 金融費用

当事業年度の金融費用は、24,085千円（前期比41.7%増）となりました。主な金融費用は、信用取引に

伴って発生する支払利息であります。

② 販売費及び一般管理費

当事業年度の販売費および一般管理費は、371,626千円（前期比26.9%増）となりました。これは、主に

委託手数料収入が増加したことに伴い、金融商品取扱業者への報酬支払額が増加したこと拠るものであ

ります。

　 平成22年3月期（千円） 平成23年3月期（千円） 増減額（千円）

販売費及び一般管理費 292,772 371.626 78.853

　取引関係費 41,147 67,554 26,407

　人件費 168,870 230,546 61,676

　不動産関係費 21,327 16,246 △5,081

　事務費 52,919 47,195 △5,724

　租税公課 1,539 1,775 △236

　その他 6,968 8,307 1,339

　

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、13,623千円の黒字となりました。（前年度

は55,140千円の赤字）。これは前事業年度に比較して、委託手数料収入が増加したことなどに伴い、営業

損失の金額が縮小したことによるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、500千円の赤字となりました。これは、投資

事業組合への出資金の拠出を行ったためであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フロー増減は、10,000千円の黒字となりました（前

年度は、30,000千円の黒字）。これは新規に第三者割当増資を行ったことによるものであります。
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２【対処すべき課題】

①顧客資産の返還・移管

　当社は、第1種金融商品取引業者として「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府

令」に基づいて自己資本規制比率による規制を受けております。当社は、平成23年3月11日の東日本大震

災の影響による株式市場の大幅な下落に伴い、同年3月17日時点で自己資本規制比率の数値が、120%を下

回ったことから、証券業の休止届を財務局に提出の上、新規の取引について平成23年3月25日より業務を

休止しております。従いまして、当社は顧客資産の安全性を確保するため、預かり資産を安全かつ確実に

顧客へ返還ないし他社へ移管することに最大限努める所存でございます。

②会社分割による金融商品仲介業者の契約関係の移行

　平成23年3月25日以後、新規の証券取引業務を休止したことに伴い、当社が業務委託契約を締結していた

金融商品仲介業者（以下、ISA）は、新たな顧客の勧誘などを行うことができない状況にあり、業務の遂行

に支障が生じております。当社は、ISAの営業活動を保護するため、平成23年8月8日に当社の金融商品仲介

事業部門を会社分割方式によって、ひびき証券株式会社へ承継させる予定でございます。今後は、顧客

データの移管業務を進めると同時に、お客様が会社分割の効力が発生する前にお取引を望まれる場合、ス

ムーズな対応が図れるよう、ISAに対して、ひびき証券株式会社を所属証券会社とする乗合手続を勧めて

まいります。　

③立替債権の回収

　この度、オプション取引によって損失を被った顧客に対する立替金を回収するため、当社は顧問弁護士

との間で債権回収を目的とした委任契約を締結し、回収業務に取り組んでおります。しかし、損失を被っ

た顧客のうち、一部についてはすでに破産手続を開始していることから、全額の回収は非常に困難な状況

にあります。

④自己資本の充実

　当社は、顧客からオプション取引の注文を受けると同時に、母店であるひまわり証券（現在は証券業か

ら撤退しております。）に対して取引の発注を行っていたため、このたびの東日本大震災後の株価暴落に

よって、同社に対し多額の債務を負うことになりました。さらに、顧客に対する立替債権について回収の

目処が立たないことから、多額の貸倒引当金を計上することとなり、平成23年3月期において債務超過の

状況に陥っております。当該状況を脱却し、自己資本規制比率の原状回復を目指すためにも、当社は資金

調達などの手段により自己資本の回復に努める必要がございますが、現状では出資者との交渉は不調に

終わっており、新たな資金調達は非常に困難な状況にあります。

⑤自主廃業手続の遂行

　上記の状況から、当社では、自己資本規制比率の原状回復は困難であるとの認識に至っており、今後は証

券業の廃業に向けて、顧客資産の返還ならびに会社組織の変更等必要な手続を行う予定であります。　

　

３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中のうち将来に関する事項につき

ましては、当社が有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、また、当社事業に関するすべ

てのリスクを網羅したものではありません。
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（1）自己資本規制比率にかかるリスク

金融商品取引会社は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制

比率による規制を受けます。自己資本規制比率とは、その自己資本から固定的な資産を控除した「固定化

されていない自己資本の額」を、発生しうる危険に対応する相当額で除して算出する指標です（金融商

品取引法第46条の2第1項）。当該比率が120％を下回る場合、金融庁は業者に対して監督命令を発するこ

とができるとされております。さらに100％を下回る場合、内閣総理大臣は、公益または投資者保護のため

必要かつ適当であるときに、その必要の限度において、3ヶ月以内の期間において業務の全部または一部

の停止を命令でき、それでもなお引き続き自己資本規制比率が100％を下回り、かつ回復の見込みが無い

場合においては、当該金融商品取引会社の登録を取り消すことができます。（金融商品取引法第53条第2

項、第3項）。当社は、実際に、平成23年3月17日から自己資本規制比率の数値が100%を割り込んでおり、現

在自主的に営業を休止しているため、収益を獲得する手段が実質上ついえていることから、当社の経営成

績及び財政状態に重大な影響が及んでいます。

（2）システムにかかるリスク

当社は、株式等の注文執行については、だいこう証券ビジネス㈱と母店契約を交わし、だいこう証券ビ

ジネス㈱を通じて取引所に発注を行っております。また、一部先物・オプション取引について、平成22年8

月よりひまわり証券と新たに母店契約を交わし、大阪証券取引所に発注を行っておりました。(その後、東

日本大震災後に、ひまわり証券が証券部門から撤退したため、当有価証券報告書提出日現在は母店契約は

解消されています。）また、注文執行取次・取引決済データ処理システムについては㈱ＯＤＫソリュー

ションズのシステム「SENS21」を使用しております。そのため、これらのシステムに重大な障害が発生し

た場合、業務運営が困難となり、顧客の信頼を失うおそれがあります。

（3）コンプライアンスにかかるリスク

当社は、関東財務局並びに金融庁の監督下にあり、また、日本証券業協会の指導下にあります。当社は、

徹底した法令、諸規則の遵守を基本方針としており、法令諸規則遵守のための内部管理体制の整備、研修

・社内検査の実施等、社内コンプライアンス体制の構築・維持のための必要な措置を講じております。し

かしながら、万が一当社において、法令違反等が生じた場合、行政処分等の対象となり営業活動を控えな

ければならない事態が起きることも考えられます。

（4）顧客情報の漏洩にかかるリスク

当社の顧客情報管理は、個人情報保護基本方針並びに社内諸規則等を制定し、管理には万全を期してお

りますが、人為的ミスやコンピュータ等へのハッキング並びにデータの不正持出しや盗難等により、情報

が社外に漏洩する可能性について完全には否定できません。万が一、外部に情報が漏洩した場合、賠償金

の発生や社会的信用が失墜することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。

（5）訴訟等にかかるリスク

当社は、顧客注文について、受発注を慎重に行い、正確な注文執行・事務処理をこころがけております

が、何らかの理由によりトラブルが発生し、訴訟等に発展したうえ、当社の主張と異なる判断が下された

場合には、経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

（6）負債にかかるリスク

当社は、当有価証券報告書提出日である平成23年6月30日現在、先物・オプション取引にかかる母店契

約を行っていたひまわり証券に対し、未払金残高が933,694千円あります。この未払金は、顧客のオプショ

ン取引により発生した損失に基づき、当社がひまわり証券に対し負っている債務であります。当社が、顧

客からの立替金を回収できず、当社からひまわり証券に対し債務の返済が行われない場合には、当社の経

営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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（7）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象　　ま

たは状況について

当社は、当事業年度においてオプション取引を行った顧客に対する立替金に対して853,461千円の貸倒

引当金を計上したことなどに伴い、909,735千円の当期純損失を計上した結果、事業年度末において

701,491千円の債務超過となっております。また、自己資本規制比率が、120%を下回ったことから、証券業

の休止届を財務局に提出の上、新規の取引について平成23年3月25日より業務を休止しております。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は、オプション取引を行った顧客からの債権回収を進めることにより、債務超過からの脱却を図り、

財務状況の改善に努める所存ではございますが、貸倒引当金を計上している立替金については全額回収

の目処が立たない状況にあります。また、新規取引の注文を停止している状況の中で、収益を獲得する手

段が実質上ついえていることから、具体的な対応策は未確定となっております。このような状況により、

現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在しております。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を反映しておりません。

　

４【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年4月5日開催の取締役会において、ひびき証券株式会社に対して、当社の金融商品仲介

事業部門を承継させることを決議し、平成23年4月15日、同社と吸収分割契約書を締結いたしました。本吸

収分割の効力発生日は、平成23年8月8日であり、同日付で当社は本件事業に関する資産、債務、雇用契約そ

の他の権利義務及び契約上の地位を承継させる予定であります。

（1）当該会社分割の目的

当社は、東日本大震災の影響による多額の立替金の発生により、証券業を休止しており顧客は新規の取

引ができない状況にあります。当該会社分割契約により、投資者が証券取引活動を再開しうるようになる

ことから、本件会社分割は、投資者保護を目的とするものです。

（2）会社分割をする事業内容及び当該会社分割の方法

当社の金融商品仲介事業部門を、当社を分割会社、ひびき証券を承継会社とする会社分割（会社法第

784条3項及び第796条第3項の規定にもとづき分割会社及び承継会社の株主総会の承認決議を不要とする

簡易吸収分割）により、承継を行うものであります。

（3）当該会社分割の日程

　会社分割承認取締役会　　　平成23年4月5日

　　会社分割契約書締結　　　　平成23年4月15日　　　　　

　　会社分割効力発生日　　　　平成23年8月8日

（4）承継会社の概要

　商　　　　号　　　ひびき証券株式会社　　　　

　　本店の所在地　　　大阪府大阪市中央区今橋一丁目６番１９号　　　

　　代表者の氏名　　　井上　智治　　　　

　　資本金の額　　　　５億円　　

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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６【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下は、当社の財政状態及び経営成績に関する情報であり、文中に記載する将来に関する事項は

　有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

１．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。財務諸表の作成におきましては、合理的な見積りが必要とされます。当該見積りにあたりまして

は、当社における過去の実績等を踏まえ合理的に判断しておりますが、実際の結果はこれらの見積りと異

なる場合があります。

(2)財政状態の分析 

（資産）

当事業年度の資産合計は2,008,544千円となり、対前期比で886,285千円の増加となりました。 

　流動資産は、2,003,131千円となり、対前期比で899,006千円の増加となりました。これは、オプション取

引を行い損失を被った顧客に対する立替金1,690,275千円の計上と、この立替金に対する貸倒引当金

853,461千円の計上を主因とするものであります。 

　固定資産は、5,412千円となり、対前期比で12,722千円の減少となりました。これは、主に、株券電子化に

伴う当社契約計算センターのシステム開発費当社負担分として計上されていた長期前払費用を減損処理

したことによるものです。　

（負債）

当事業年度の負債合計は2,710,035千円となり、対前期比で1,785,974千円の増加となりました。 

　流動負債は、2,678,750千円となり、対前期比で1,770,148千円の増加となりました。これは、顧客から受

けたオプション取引の注文取次ぎを委託していたひまわり証券に対して未払金を1,868,520千円計上し

たこと、信用取引負債が92,801千円減少したこと、従業員特別退職給付引当金を15,450千円計上したこと

を主因としております。

　固定負債は30,548千円となり、対前期比で16,115千円の増加となりました。これは、接続システム使用料

金にかかる支払債務を新たに20,000千円計上したことによるものであります。

（純資産）

当事業年度の純資産合計は△701,491千円となり、対前期比で899,006千円の減少となりました。当該減

少額は、平成22年6月30日を払込日とした第三者割当増資10,000千円と、当期純損失909,735千円が発生し

たことによるものであります。

(3)経営成績の分析 

（営業収益）

当事業年度の営業収益は382,431千円となり、対前期比で136,065千円の増加となりました。当社の営業

収益の主な源泉は、証券取引に伴う受入手数料と信用取引の資金融資に伴う金融収益です。

　受入手数料につきましては354,075千円となり、対前期比で132,347千円の増加となりました。これは、有

価証券の売買にかかる委託手数料が291,903千円となり、対前期比で115,972千円の増加となったことが

主な要因です。

（販売費及び一般管理費）

販売費及び一般管理費は371,626千円となり、対前期比で78,853千円の増加となりました。これは、従業

員給料の増加、受入手数料の増加に伴う歩合外務員に対する報酬支払増加が主な要因です。この結果、営

業損失は13,279千円（前期は63,394千円の営業損失）となりました。
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（経常損益・当期純損益）

当事業年度における営業外収益は4,577千円となり、対前期比で409千円の減少となりました。また、営

業外費用は83千円となり、対前期比で4,130千円の減少となりました。この結果、経常損失は8,785千円

（前期は62,621千円の経常損失）となっております。当事業年度における特別利益は、金融商品取引責任

準備金の戻し入れを行ったことに伴い244千円発生しております（前事業年度は発生しておりません）。

また、当事業年度における特別損失は900,903千円となっており、対前期比で897,920千円増加しておりま

す。これは、オプション取引により損失を被った顧客に対する立替金に対して853,461千円の貸倒引当金

を計上したこと、当社が契約している「証券システム」にかかる長期前払費用について29,392千円の減

損損失を計上したこと、並びに今後は証券事業の継続が困難であるとの観点から、従業員特別退職金にか

かる引当金の繰入額15,450千円を計上したことなどによるものです。この結果、当期純損失は909,735千

円（前期は65,894千円の当期純損失）となりました。

（4）キャッシュ・フローの分析

　第2　事業の状況(2)キャッシュ・フローの状況をご参照ください。

２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は

改善するための対応策

当社は「3　事業等のリスク(8)提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義

を生じさせるような事象」に記載のとおり、当事業年度においてオプション取引を行った顧客に対する

立替金に対して853,461千円の貸倒引当金を計上したことなどに伴い、909,735千円の当期純損失を計上

した結果、事業年度末において701,491千円の債務超過になっております。また、自己資本規制比率は、金

融庁が業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる120％の水準

を大きく下回る状況に陥ったことから、すでに平成23年3月17日より、新規取引の受注を停止しています。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社は、オプション取引を行った顧客からの債権回収を進めることにより、債務超過からの脱却を図り、

財務状況の改善に努める所存ではありますが、貸倒引当金を計上している立替金については全額回収の

目処が立たない状況にあります。また、新規取引の受注を停止している状況の中で、収益を獲得する手段

が実質上ついえていることから、具体的な対応策は未確定となっております。更に、自己資本規制比率の

原状回復を目指して資金調達に努めておりましたが、出資者との交渉は不調に終わった次第です。

　以上のことから、当社取締役会では、当面、自己資本規制比率の原状回復は困難であるとの認識にいた

り、今後は証券業務の廃業に向けて、顧客資産の返還ならびに会社組織の変更等必要な手続きを行う予定

であります。具体的なスケジュール等につきましては、関係機関との調整を経た上で、改めて投資家の皆

様にご報告申し上げる所存でございます。
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７【業務の状況】

（1）受入手数料の内訳

期別 区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

第10期
（平成21年4月1日～
平成22年3月31日）

委託手数料 155 0 ― 20 175

引受・売出手数料 ― ― ― ― ―

募集・売出しの取扱手数料 ― 2 13 ― 16

その他の受入手数料 2 0 25 1 29

計 157 2 38 21 221

第11期
（平成22年4月1日～
平成23年3月31日）

委託手数料 199 4 ― 87 291

引受・売出手数料 ― ― ― ― ―

募集・売出しの取扱手数料 ― 0 30 ― 30

その他の受入手数料 2 0 28 0 32

計 202 4 58 87 354

　

（2）トレーディング損益の内訳

　

第10期
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

第11期
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 0 0 0 △2 ― △2

債券等・その他のトレーディング損益 ― ― ― ― ― ―

　 債券等トレーディング損益 ― ― ― ― ― ―

　 その他のトレーディング損益 ― ― ― ― ― ―

合計 0 0 0 △2 ― △2

　 　 　 　 　 　 　

（3）自己資本規制比率

　 第10期末
（平成22年3月31日）

第11期末
（平成23年3月31日）

基本項目（百万円）　　　　　　　　　　　　（Ａ） 198 △701

補完項目（百万円）　　　　　　　　　　　　（Ｂ） 0 854

　
その他有価証券評価差額金（評価益）
（百万円）

― ―

　 金融商品取引責任準備金（百万円） 0 0

　 一般貸倒引当金（百万円） ― 853

控除資産（百万円）　　　　　　　　　　　　（Ｃ） 19 1,696

固定化されていない自己資本（百万円）
　　　　　　　　　（Ｄ）＝（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）

179 △1,544

リスク相当額（百万円） 88 510

　 市場リスク相当額（百万円） ― ―

　 取引先リスク相当額（百万円） 21 439

　 基礎的リスク相当額（百万円） 66 70

自己資本規制比率（％）　　　（Ｄ）/（Ｅ）×100 203.4 △302.3
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（4）有価証券の売買等業務の状況

　　　①有価証券の売買状況

　　　1）株券

　 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第10期
（平成21年4月1日～
平成22年3月31日）

20,257 44 20,301

第11期
（平成22年4月1日～
平成23年3月31日）

25,903 104 26,008

　

　　2）債券

　 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第10期
（平成21年4月1日～
平成22年3月31日）

782 ― 782

第11期
（平成22年4月1日～
平成23年3月31日）

752 ― 752

　

　　3）受益証券

　 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第10期
（平成21年4月1日～
平成22年3月31日）

974 ― 974

第11期
（平成22年4月1日～
平成23年3月31日）

1,486 ― 1,486

　

　　4）その他

　　　　該当事項はありません。

　

　　②証券先物取引等の状況

　　　　最近2事業年度における証券先物取引等の状況は次のとおりであります。

　　　1）株式に係る取引

　

先物取引 オプション取引
合計
(百万円)受託

（百万円）
自己

（百万円）
受託

（百万円）
自己

（百万円）

第10期
(平成21年4月1日～
平成22年3月31日）

41,828 ― 697 ― 42,526

第11期
(平成22年4月1日～
平成23年3月31日）

29,128 ― 6,172 9 6,182
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　　2）債券に係る取引

　該当事項はありません。

　

　　③有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱業務の状況

　　　　該当事項はありません。

　

（5）その他業務の状況

　　　最近2事業年度におけるその他の業務の状況は次のとおりであります。

　　①有価証券の保護預り業務

第10期
自　平成21年4月1日
至　平成22年3月31日

株券（千株） 15,960

債券（百万円） 8,198

受益証券(百万円） 4,632

第11期　
自　平成22年4月1日
至　平成23年3月33日

株券（千株） 23,727

債券（百万円） 7,918

受益証券(百万円） 4,396

　

　　②信用取引に係る顧客への融資及び貸証券

区分

顧客の委託に基づいて行った融資額とこれに
より顧客が買い付けている証券の数量

顧客の委託に基づいて行った貸証券の数量と
これにより顧客が売り付けている代金

数量（千株） 金額（百万円） 数量（千株） 金額（百万円）

第10期
(平成22年3月31日）

1,925 567 214 151

第11期
(平成23年3月31日）

1,045 594 60 30

　

　　③公社債の払込金の受入れ及び元利金支払並びに証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び

　　　　一部解約金支払の代理業務

区分
第10期 第11期

(平成21年4月1日～平成22年3月31日) (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

　債券取扱高（百万円） 1,575 1,045

　受益証券取扱高（百万円） 569 283
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第３ 【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

２【主要な設備の状況】

                                     　　　　　　（平成23年3月31日現在）

事業所名 設備の内容 帳簿価額 従業員数　　　　（人）

　　本店 本社機能 ― 23

　

(注) １．リース契約による主な賃借設備は次の通りであります。　

設備の内容 数量 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
(千円）

ＰＣ他ＯＡ機器 一式 3～5年 1,355 1,232

家具・什器 一式 5年 1,135 411

計 　 　 2,490 1,643

　

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000

計 100,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在 
発行株式総数　　(平
成23年3月31日)

提出日現在
発行株式総数

(平成23年6月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,442 8,442非上場・非登録 （注）1,2

計 8,442 8,442 ― ―

（注）1．株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりとなります。

　当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容（いわゆる譲渡制限）を定

めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第7条において定めておりま

す。

 2．当社は単元株制度は採用しておりません。

 3. 提出日現在の発行株式総数には、平成23年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
　

(2) 【新株予約権等の状況】

　当社は、旧商法第280条ノ20、同280条ノ21及び同280条ノ27の規定に基づき、第1回新株予約権を平成18

年1月25日取締役会決議により、第2回新株予約権を平成18年9月27日取締役会決議により発行しており

ます。また、当社は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、第3回新株予約権を平成19年11月2日取

締役会決議により発行しております。

　

（平成18年1月25日取締役会決議） 

株主総会の特別決議日（平成17年10月17日）

　
事業年度末現在
(平成23年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年5月31日)

新株予約権の数(個) 518 518

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 518 518

新株予約権の行使時の払込金額(円) 70,000 (注)１ 同左
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新株予約権の行使期間

自　平成19年11月１日
至　平成25年10月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　70,000
資本組入額　　35,000

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に割
当てを受けた新株予約権
者において、これを行使
することを要する。ただ
し、相続または合併によ
り新株予約権を取得した
場合はこの限りでない。

②　新株予約権発行時におい
て当会社の取締役、監査
役、顧問または従業員で
あった者は、新株予約権
行使時においても当会
社、当会社の子会社また
は当会社の関係会社の取
締役、監査役、顧問または
従業員であることを要す
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職その他
正当な理由のある場合な
らびに相続により新株予
約権を取得した場合はこ
の限りでない。

③　その他新株予約権の行使
の条件は、本総会決議お
よび取締役会決議に基づ
き、当会社と新株予約権
者との間で締結する新株
予約権割当契約に定める
ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡する時には

取締役会の承認を要するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―
　

(注) １　(ⅰ)新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当会社が株式分

割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様とする。)または株式

併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は切り上げる。
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

(ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による

場合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株当

たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における「既

発行普通株式数」には、当会社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。
　

　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　

(ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

整前行使価額を下回る処分価額をもって旧商法第211条に従って当会社が自己株式として保有する普通

株式を処分する場合には、前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合について

は、前記(ⅱ)記載の算式中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金

額」を「１株当たりの処分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株

式の調整前行使価額」にそれぞれ読み替えて適用する。

(ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、または

吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当会社は、合理的な範囲で、

行使価額について必要と認める調整を行うことができる。
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（平成18年9月27日取締役会決議） 

株主総会の特別決議日(平成17年10月17日)

　
事業年度末現在
(平成23年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年5月31日)

新株予約権の数(個) 739 739

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 739 739

新株予約権の行使時の払込金額(円) 70,000 (注)１ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年11月１日 
至　平成25年10月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格　   　70,000 
資本組入額　 　35,000

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に
　割当てを受けた新株予約権
　者において、これを行使す
　ることを要する。ただし、
　相続または合併により新株
　予約権を取得した場合はこ
　の限りでない。
②　新株予約権発行時におい
　て当会社の取締役、監査
　役、顧問または従業員であ
　った者は、新株予約権行使
　時においても当会社、当会
　社の子会社または当会社の
　関係会社の取締役、監査
　役、顧問または従業員であ
　ることを要する。ただし、
　任期満了による退任、定年
　退職その他正当な理由のあ
　る場合ならびに相続により
　新株予約権を取得した場合
　はこの限りでない。
③　その他新株予約権の行使
　の条件は、本総会決議およ
　び取締役会決議に基づき、
　当会社と新株予約権者との
　間で締結する新株予約権割
　当契約に定めるところによ
　る。

 
　　　　　同左

 
 

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時には取
締役会の承認を要するものとす
る。

　　　　　同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

　

(注) １　(ⅰ)新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当会社が株式分

割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様とする。)または株式

併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は切り上げる。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による

場合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株当

たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における「既

発行普通株式数」には、当会社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。
　

　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　

(ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

整前行使価額を下回る処分価額をもって旧商法第211条に従って当会社が自己株式として保有する普通

株式を処分する場合には、前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合について

は、前記(ⅱ)記載の算式中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金

額」を「１株当たりの処分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株

式の調整前行使価額」にそれぞれ読み替えて適用する。

(ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、または

吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当会社は、合理的な範囲で、

行使価額について必要と認める調整を行うことができる。

２　職員　1名の退職により、提出日の前月末現在 20株分失効しております。

     （平成19年11月2日取締役会決議） 

株主総会の特別決議日(平成19年6月29日)

　
事業年度末現在
(平成23年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年5月31日)

新株予約権の数(個) 530 530

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 530 530

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100,000 (注)１ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月2日 
至　平成29年6月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

　　発行価格　　　100,000 
　　資本組入額　　 50,000

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に
　割当てを受けた新株予約権
　者において、これを行使す
　ることを要する。ただし、
　相続または合併により新株
　予約権を取得した場合はこ
　の限りでない。
②　新株予約権発行時におい
　て当会社の取締役、監査
　役、顧問または従業員であ
　った者は、新株予約権行使
　時においても当会社、当会
　社の子会社または当会社の
　関係会社の取締役、監査
　役、顧問または従業員であ
　ることを要する。ただし、
　任期満了による退任、定年
　退職その他正当な理由のあ
　る場合ならびに相続により
　新株予約権を取得した場合
　はこの限りでない。

 
　　　　　同左
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株主総会の特別決議日(平成19年6月29日)

　
事業年度末現在
(平成23年3月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年5月31日)

　

③　その他新株予約権の行使
　の条件は、本総会決議およ
　び取締役会決議に基づき、
　当会社と新株予約権者との
　間で締結する新株予約権割
　当契約に定めるところによ
　る。

　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する時には取
締役会の承認を要するものとす
る。

　　　　　同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

(注) １(ⅰ)新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当会社が

　　　　    株式分割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様とする。)また

            は株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

            満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

　        (ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による場

            合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株当

            たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における「既

            発行普通株式数」には、当会社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。 　　　　　　
　

　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　
　

       (ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

            かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

            整前行使価額を下回る処分価額をもって旧商法第211条に従って当会社が自己株式として保有する普通株

            式を処分する場合には、前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合について

　　　　　　は、前記(ⅱ)記載の算式中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金

            額」を「１株当たりの処分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株式

            の調整前行使価額」にそれぞれ読み替えて適用する。

       (ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、または吸

収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合 には、当会社は、合理的な範囲で、行使

価額について必要と認める調整を行うことができる。 

２　職員 1名の退職により、提出日の前月末現在 5 株分失効しております。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社エコ・プランニング証券(E03822)

有価証券報告書

19/67



　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成18年7月31日 1,008
5,963

 
100,800333,580 0 34,930

平成19年３月28日 601 6,564 30,050 363,630 30,050 64,980

平成19年7月13日 220 6,784 11,000 374,630 11,000 75,980

平成19年10月5日
 

142 6,926 7,100 381,730 7,100 83,080

平成19年12月21日 120 7,046 6,000 387,730 6,000 89,080

平成20年2月28日 40 7,086 2,000 389,730 2,000 91,080

平成20年3月27日 106 7,192 5,300 395,030 5,300 96,380

平成22年3月31日 1,000 8,192 15,000 410,030 15,000 111,380

平成22年6月30日 250 8,442 5,000 415,030 5,000 116,380

(注) １　上記発行株式数の増加は、平成18年7月31日から平成20年3月27日については、一般募集・有償による普通株式

の発行によります。平成22年3月31日から平成22年6月30日については、第三者割当・有償による普通株式発行

によるものであります。 

２　上記新株発行における発行価額は、平成18年7月31日から平成20年3月27日については10万円、平成22年3月31日

については3万円、平成22年6月30日については4万円となります。 

３　上記新株発行のうち、平成18年7月31日については、1株当たり10万円の発行価額の全額を資本に組み入れてお

ります。平成19年3月28日から平成20年3月27日までの発行分については、1株当たり10万円の発価額のうち2分

の1を資本金に組み入れております。平成22年3月31日発行分については、1株当たり3万円の発行価格のうち2

分の1を資本金に組み入れております。平成22年6月30日の発行分については、1株当たり4万円の発行価額の2

分の1を資本金に組み入れております。

　
(6) 【所有者別状況】

平成23年3月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― 4 ― ― 277 281 ―

所有株式数
(株)

― ― ― 204 ― ― 8,2388,442 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 2.4 ― ― 97.6 100.0 ―
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(7) 【大株主の状況】

平成23年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

村　上　輝　幸 東京都中央区 1,113 13.1

買　場　　　清 富山県富山市 1,000 11.8

西　山　恵　美 愛知県名古屋市昭和区 390 4.6

武　藤　佳　資 東京都渋谷区 250 2.9

村　上　菊　子 千葉県館山市 200 2.3

堀　好　子 愛知県名古屋市北区 178 2.1

江　本　明　弘 徳島県鳴門市 150 1.7

学校法人　佐野学園 東京都千代田区内神田2-13-13 142 1.6

髙　橋　　　勇 東京都大田区 138 1.6

国　吉　建　夫 千葉県松戸市 124 1.4

計 ― 3,685 43.6

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　―

議決権制限株式(自己株式等) ― 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　―

議決権制限株式(その他) ― 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　―

完全議決権株式(自己株式等) ― 　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　―

完全議決権株式(その他) 普通株式　8,442 8,442 ―

単元未満株式 ― 　　　　　　　　― ―

発行済株式総数 8,442 　　　　　　　　― ―

総株主の議決権 ― 8,442 ―

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条

ノ20、同280条ノ21及び同280条ノ27の規定並びに会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の

発行によるものです。株主総会の特別決議は平成17年10月17日及び平成19年6月29日に行われております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成18年1月25日取締役会決議)

決議年月日 平成17年10月17日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役4、監査役2、従業員20、顧問9

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 800

新株予約権の行使時の払込金額(円) 70,000

新株予約権の行使期間 自　平成19年11月１日　至　平成25年10月31日

新株予約権の行使の条件 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注) １　(ⅰ)当会社が株式分割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様とす

る。)または株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

(ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による

場合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株当

たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における「既

発行普通株式数」には、当会社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。
　

　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　

(ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

整前行使価額を下回る処分価額をもって旧商法第211条に従って当会社が自己株式として保有する普通

株式を処分する場合には、前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合について

は、前記(ⅱ)記載の算式中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金

額」を「１株当たりの処分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株

式の調整前行使価額」にそれぞれ読み替えて適用する。

(ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、または

吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当会社は、合理的な範囲で、

行使価額について必要と認める調整を行うことができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成18年9月27日取締役会決議)

決議年月日 平成17年10月17日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役6、監査役2、従業員20、顧問9

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 900

新株予約権の行使時の払込金額(円) 70,000

新株予約権の行使期間 自　平成19年11月１日　至　平成25年10月31日

新株予約権の行使の条件 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注) １　(ⅰ)当会社が株式分割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様とす

る。)または株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

(ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による

場合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株当

たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における「既

発行普通株式数」には、当会社が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。

　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　

(ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

整前行使価額を下回る処分価額をもって旧商法第211条に従って当会社が自己株式として保有する普通

株式を処分する場合には、前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合について

は、前記(ⅱ)記載の算式中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金

額」を「１株当たりの処分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株

式の調整前行使価額」にそれぞれ読み替えて適用する。

(ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、または

吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当会社は、合理的な範囲で、

行使価額について必要と認める調整を行うことができる。

２　職員 　1名の退職により、提出日の前月末現在 20株分失効しております。

　
(平成19年11月2日取締役会決議)

決議年月日 平成19年6月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役5、従業員14、顧問4

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 1,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100,000
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新株予約権の行使期間 自　平成21年11月2日　至　平成29年6月28日

新株予約権の行使の条件 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

―

(注) １　(ⅰ)当会社が株式分割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下、同様と

              する。)または株式併合を行う場合には、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果

              生じる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

        (ⅱ)当会社が調整前行使価額を下回る払込価額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使による

             場合および当会社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)には、次の算式により、１株

             当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、後記算式における

             「既発行普通株式数」には、当会社 が自己株式として保有する普通株式の数は含まれないものとする。
　

　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の普通株式の調整前行使価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
　
        (ⅲ)当会社が、調整前行使価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得しうる新株予約権もしくはか

             かる新株予約権を付された証券を発行する場合、またはこれらに類する証券等を発行する場合、または調

             整前行使価額を下回る処分価額をもって当会社が自己株式として保有する普通株式を処分する場合には、

             前記(ⅱ)に準じて行使価額を調整する。なお、自己株式の処分の場合については、前記(ⅱ)記載の算式

             中、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たりの処

             分価額」に、「新規発行前の普通株式の調整前行使価額」を「処分前の普通株式の調整前行使価額」にそ

             れぞれ読み替えて適用する。

          (ⅳ)当会社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、また

             は吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当会社は、合理的な範囲

             で、行使価額について必要と認める調整を行うことができる。

        ２　職員  1名の退職により、提出日の前月末現在　5株分失効しております。 
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２【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 　

      該当事項はありません。
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　　　該当事項はありません。

３【配当政策】

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を

行うことを基本方針としております。 

　当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会で

あります。 

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、配当可能利益がないことから、これを行いません。 

　
４【株価の推移】

当社株式は、非上場及び非登録につき該当はありません。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役
社長
 

― 村上　輝幸 昭和14年9月11日

平成11年9月 野村證券㈱定年退職

※1 1,113
平成16年10月

平成16年12月

㈱エコ・プランニング代表取締役就任

商号変更により㈱エコ・プランニング証券代表

取締役（現任）

 

取締役 総務部長 錦織　文雄 昭和15年9月27日

平成16年6月 

平成16年12月　

　　　　

 

平成21年6月 

平成22年6月

平成23年6月

丸国証券㈱取締役定年退任 

同社顧問就任

丸国証券㈱顧問を退任　

㈱エコ・プランニング証券入社 

同社取締役総務部長権コンプライアンス部長就任

同社取締役総務部長権コンプライアンス部長退任

同社取締役総務部長就任

※2 35

取締役 経理部長 木川　秀隆 昭和41年3月28日

平成元年～

平成9年9月

平成17年1月

平成20年4月

平成23年6月

国際証券㈱勤務

㈱エコ・プランニング証券入社

同社経理部長就任

同社取締役経理部長就任

※2 0

監査役
 

― 柴田　　勇 昭和18年4月13日

平成15年4月 野村證券㈱定年退職

※1 14

昭和62年～

平成9年6月
㈱エコ・プランニング証券取締役就任

平成19年6月 同社取締役退任

平成19年6月 同社顧問就任

平成21年6月 同社顧問退任

平成21年6月

 

同社監査役就任（現任）

 

 監査役
（常勤）
　　※4

― 村上　正治 昭和19年4月1日

平成16年3月

平成16年10月

平成16年12月

 

平成19年6月

三菱製鋼㈱定年退職 

株式会社エコ・プランニング　経理部長就任 

商号変更により㈱エコ・プランニング証券

経理部長

同社経理部長退職・同社監査役就任（現任）

※3 6

計 1,168

※1　平成21年6月29日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

※2　平成23年6月30日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

※3　平成19年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

※4　監査役村上正治は、代表取締役村上輝幸の実弟であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 提出会社の企業統治に関する事項

　1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、企業経営における透明性、公正な経営及びコンプライアンスの実現を重要課題としてお

り、引き続き現在の取締役、監査役制度の効率的かつ健全な運用により、コーポレート・ガバナンスの

強化を図っております。

　2) 当社の機関の内容

当社の機関設計は、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役からなっております。監査役会について

は設置をしておりません。

　3）内部統制システムの整備の状況

当社では、常設機関としてコンプライアンス部を設置しており、業務執行全般について、リスク

チェックを行っております。

　

② 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査役監査の相互連携

　1）当社の内部監査機関としては、コンプライアンス部があります。コンプライアンス部の構成は1名か

らなっております。他方、当社の監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役1名の計2名であります。

　2）コンプライアンス部による内部監査を毎年度行っております。他方、監査役による監査は、個々の監

査役により随時度行っております。

　3）監査役は、取締役会と随時連携をとっており、取締役会との意思の疎通を図っております。コンプラ

イアンス部長は、取締役会及び監査役と情報の共有をしながら、年度ごとに当社の業務全般につきリス

クチェックを行っております。

　

　③ 当社の社外取締役との間においては、特別な利害関係はありません。

　

　④当社役員報酬については、取締役につき年額30,000千円以内とし（ただし、使用人としての給与は含ま

ない）、監査役につき年額6,000千円以内とすることを、平成19年6月29日付けの定時株主総会において決

議しております。

　当事業年度における役員報酬は、取締役につき5,200千円、監査役につき1,200千円であり、総額6,400千

円となっております。

　

　⑤会計監査に関しましては、監査法人元和と監査契約を締結しており、同法人が金融商品取引法に基づく

会計監査を実施しております。なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び当社にかかる継

続監査年数、監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 指定社員　業務執行社員　：　星山　和彦

　 指定社員　業務執行社員　：　根本　俊一

監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士　１名

（注）継続監査年数については、７年以内のため記載を省略しております。
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　⑦当社の取締役は、11名以内とする旨を定款で定めております。

　また、当社定款第20条により、取締役の選任の要件については、株主総会において議決権を行使すること

ができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決する

ものとしております。

　

　⑧当社では、会社の規模に対し、比較的多数の株主が出席し、かつ、大多数の株主の持株数が極めて少ない

ことから、円滑な株主総会の運営を図るため、当社定款第16条第2項により、株主総会の特別決議要件につ

いては、議決権を行使することができる議決権の株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の3分の2以上をもって決するものとしております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

5,000 400 4,500 300

（注）当社と公認会計士監査法人 元和は、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償の限度額は、悪意または重過失があった場合を除き、監査業務ならびにその他職務執行の対価として受けた

報酬または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に２を乗じて得た金額のい

ずれか高い額をもって、損害賠償責任の限度額となります。

　

② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度　　記載すべき事項はありません。

　当事業年度　　記載すべき事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度　　監査公認会計士等に対する報酬の内容のうち、非監査業務に基づく報酬とは、　　　

　　　　　　　　顧客資産の分別保管に対する検証業務に係るものです。

　当事業年度　　監査公認会計士等に対する報酬の内容のうち、非監査業務に基づく報酬とは、　　　 

　　　　　　　　顧客資産の分別保管に対する検証業務に係るものです。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

監査報酬の金額は、監査日数、会社の規模、事業の特性等を勘案して決定されています。
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第５ 【経理の状況】

・財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号。以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関

する内閣府令」 (平成19年内閣府令第52号) および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」 (平成19

年9月18日付日本証券業協会自主規制規則) に準拠して作成しております。 

　なお、平成22年3月期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

平成23年3月期(平成22年4月１日から平成23年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

　

・監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成22年3月期(平成21年4月１日から平成22年

3月31日まで)の財務諸表については、根本公認会計士事務所 公認会計士 根本俊一、平成23年3月期(平成22

年4月１日から平成23年3月31日まで)の財務諸表については、監査法人元和により監査を受けております。

　なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

　前事業年度　　根本公認会計士事務所　公認会計士　根本　俊一

　当事業年度　　監査法人元和

　

・連結財務諸表について

　　当社は、連結子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
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１【財務諸表等】
　　　(1)【財務諸表】
　　　　　　①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年3月31日)

当事業年度
(平成23年3月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 181,977 205,100

預託金 150,000 150,000

顧客分別金信託 150,000 150,000

トレーディング商品 2,178 4,173

商品有価証券等 2,178 4,173

約定見返勘定 5,587 34,933

信用取引資産 719,472 625,592

信用取引貸付金 567,492 594,948

信用取引借証券担保金 151,980 30,644

立替金 5,099 1,690,275

短期差入保証金 20,000 130,683

信用取引差入保証金 20,000 3,442

先物取引差入証拠金 － 124,240

その他の差入保証金 － 3,000

前払費用 1,196 1,194

未収収益 16,407 14,004

未収入金 1,822 610

その他の流動資産 381 23

貸倒引当金 － △853,461

流動資産計 1,104,124 2,003,131

固定資産

有形固定資産 110 －

器具備品 ※1
 110

※1
 －

投資その他の資産 18,024 5,412

出資金 1,000 1,500

長期差入保証金 3,226 3,226

長期前払費用 12,707 －

長期貸付金 1,090 686

固定資産計 18,135 5,412

資産合計 1,122,259 2,008,544
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年3月31日)

当事業年度
(平成23年3月31日)

負債の部

流動負債

約定見返勘定 7,766 39,106

信用取引負債 714,592 621,791

信用取引借入金 562,612 591,147

信用取引貸証券受入金 151,980 30,644

預り金 21,366 37,443

顧客からの預り金 15,286 20,068

その他の預り金 6,079 17,375

受入保証金 133,934 43,948

信用取引受入保証金 83,175 29,592

先物取引受入証拠金 38,758 11,356

その他の受入保証金 12,000 3,000

未払金 14,916 1,904,033

未払費用 15,320 15,779

未払法人税等 705 1,150

その他の流動負債 － 45

特別退職引当金 － 15,450

流動負債計 908,602 2,678,750

固定負債

長期借入金 1,090 686

長期未払金 13,342 29,862

固定負債計 14,433 30,548

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※4
 981

※4
 736

特別法上の準備金計 981 736

負債合計 924,016 2,710,035

純資産の部

株主資本

資本金 410,030 415,030

資本剰余金

資本準備金 111,380 116,380

資本剰余金合計 111,380 116,380

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △323,166 △1,232,901

利益剰余金合計 △323,166 △1,232,901

株主資本合計 198,243 △701,491

純資産合計 198,243 △701,491

負債・純資産合計 1,122,259 2,008,544
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　　②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)

当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)

営業収益

受入手数料 221,728 354,075

委託手数料 175,931 291,903

募集・売出しの取扱手数料 16,637 30,090

その他の受入手数料 29,158 32,080

トレーディング損益 ※1
 △93

※1
 △2,716

金融収益 ※2
 24,731

※2
 31,073

営業収益計 246,366 382,431

金融費用 ※3
 16,988

※3
 24,085

純営業収益 229,378 358,346

販売費・一般管理費 292,772 371,626

取引関係費 ※4
 41,147

※4
 67,554

人件費 ※5
 168,870

※5
 230,546

不動産関係費 ※6
 21,327

※6
 16,246

事務費 ※7
 52,919

※7
 47,195

減価償却費 3,379 3,347

租税公課 ※8
 1,539

※8
 1,775

その他 ※9
 3,588

※9
 4,960

営業損失（△） △63,394 △13,279

営業外収益 4,987 4,577

営業外費用 4,214 83

経常損失（△） △62,621 △8,785

特別利益 － 244

金融商品取引責任準備金戻入 － 244

特別損失 2,983 900,903

金融商品取引責任準備金繰入れ 203 －

店舗閉鎖損失 2,780 －

減損損失 － ※10
 29,392

貸倒引当金繰入額 － 853,461

特別退職引当金繰入額 － 15,450

特別退職金 － 2,600

税引前当期純損失（△） △65,604 △909,445

法人税、住民税及び事業税 290 290

当期純損失（△） △65,894 △909,735
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　　　　③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)

当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 395,030 410,030

当期変動額

新株の発行 15,000 5,000

当期変動額合計 15,000 5,000

当期末残高 410,030 415,030

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 96,380 111,380

当期変動額

新株の発行 15,000 5,000

当期変動額合計 15,000 5,000

当期末残高 111,380 116,380

資本剰余金合計

前期末残高 96,380 111,380

当期変動額

新株の発行 15,000 5,000

当期変動額合計 15,000 5,000

当期末残高 111,380 116,380

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △257,272 △323,166

当期変動額

当期純損失（△） △65,894 △909,735

当期変動額合計 △65,894 △909,735

当期末残高 △323,166 △1,232,901

利益剰余金合計

前期末残高 △257,272 △323,166

当期変動額

当期純損失（△） △65,894 △909,735

当期変動額合計 △65,894 △909,735

当期末残高 △323,166 △1,232,901

株主資本合計

前期末残高 234,137 198,243

当期変動額

新株の発行 30,000 10,000

当期純損失（△） △65,894 △909,735

当期変動額合計 △35,894 △899,735
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)

当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)

当期末残高 198,243 △701,491

純資産合計

前期末残高 234,137 198,243

当期変動額

新株の発行 30,000 10,000

当期純損失（△） △65,894 △909,735

当期変動額合計 △35,894 △899,735

当期末残高 198,243 △701,491
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　　　　④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)

当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △65,604 △909,445

減損損失 － 29,392

減価償却費 3,379 3,347

特別退職引当金の増減額（△は減少) － 15,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 853,461

繰延資産償却額 4,202 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 203 △244

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △10,000 －

信用取引資産の増減額（△は増加） △117,667 93,880

信用取引負債の増減額（△は減少） 136,790 △92,801

信用取引差入保証金の増減額（△は増加） 30,100 10,557

先物取引差入証拠金の増減額(△は増加） 55,860 △124,240

預り金の増減額 △7,825 4,781

信用取引受入保証金の増減額（△は減少） △65,640 △53,583

先物取引受入証拠金の増減額（△は減少） △31,566 △27,401

その他受入保証金の増減額 △3,000 △9,000

未収収益の増減額 △6,323 2,402

未収入金の増減額（△は増加） 23,029 1,212

立替金の増減額（△は増加） － △1,685,175

未払金の増減額（△は減少） － 1,889,116

その他 △787 12,203

小計 △54,850 13,913

法人税等の支払額 △290 △290

営業活動によるキャッシュ・フロー △55,140 13,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出 － △500

投資活動によるキャッシュ・フロー － △500

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 30,000 10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,000 10,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,140 23,123

現金及び現金同等物の期首残高 207,117 181,977

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 181,977

※1
 205,100
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【継続企業の前提に関する事項】

　前事業年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

　当事業年度
(自 平成22年4月 1日
 至 平成23年3月31日)

 当社は、前々期において営業損失80,854千円、当期純損失
87,302千円を、前期において営業損失30,012千円を計上し
ております。また、当事業年度についても、営業損失63,394
千円、当期純損失65,894千円を計上している状況にありま
す。金融商品取引法第46条の2第1項に定める自己資本規制
比率は、平成22年3月31日現在で203.4％となっており、金
融商品取引法第46条の6第2項に定める法定比率は超過し
ているものの、依然として自己資本規制比率は低下してい
る状況にあることから、当事業年度において継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していま
す。 
　 
　当該状況を解消すべく、当社は、平成21年1月9日開催の取
締役会において策定した、「三ヵ年事業収支計画」に基づ
き、営業体制の強化、取扱金融商品の拡充、資産運用手法の
研究・開発による金融サービスの質的向上などの施策を
計ることにより利益確保が出来る体制を目指し、業績改善
に取組んでおります。資金面においては、自主目標である
自己資本規制比率250％を早期に達成するため、第三者割
当増資による資金確保を行っていく予定であります。ま
た、平成22年2月に第2種免許の登録を完了したことによ
り、新たな収益源として、ファンド組成ビジネスに取組ん
でまいります。 
　 
　しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。な
お、当期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、
継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当期財
務諸表には反映しておりません。

 当社は、当事業年度においてオプション取引を行った顧
客に対する立替金に対して853,461千円の貸倒引当金を計
上したことなどに伴い、909,735千円の当期純損失を計上
した結果、事業年度末において701,491千円の債務超過に
なっております。また、自己資本規制比率は、金融庁が業務
の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項
を命ずることができる120％の水準を大きく下回る状況に
陥ったことから、金融商品取引法第50条第1項第1号の規定
に従い、平成23年3月25日に、金融庁に対し営業の休止届出
書を提出し、同日より新規取引注文の受託を停止しており
ます。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑
義を生じさせるような状況が存在しております。
　当社は、オプション取引を行った顧客からの債権回収を
進めることにより、債務超過からの脱却を図り、財務状況
の改善に努める所存ではございますが、貸倒引当金を計上
している立替金については全額回収の目処が立たない状
況にあります。また、新規取引の注文を停止している状況
の中で、収益を獲得する手段が実質上ついえていることか
ら、具体的な対応策は未確定となっております。
 このような状況により、現時点では、継続企業の前提に関
する重要な不確実性が存在しております。
　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継
続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を反映して
おりません。
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【重要な会計方針】

前事業年度
(自　平成21年4月1日
至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月1日
至　平成23年3月31日)

１．トレーディング商品に属する有価証券等の　　　　
　　評価基準及び評価方法　　
　時価法（売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。
　

１．トレーディング商品に属する有価証券等の
　　評価基準及び評価方法　　
　　同左

２．固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産について定率法を採用しております。　　　　
　

２．固定資産の減価償却の方法
　　同左
　

３.引当金及び特別法上の準備金の計上基準　
(1) 貸倒引当金　　
　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実積率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
　

３.引当金及び特別法上の準備金の計上基準　
(1) 貸倒引当金
　　同左　

(2) 金融商品取引責任準備金
　証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46
条の5の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府
令第175条に定めるところにより算出した額を計上してお
ります。
　
　

(2) 金融商品取引責任準備金
　　同左

(3)特別退職引当金
　　事業縮小による人員削減の決定に伴い、その費用に備え
るため必要見込み額を計上しております。

４．消費税等の会計処理方法　　
　税抜方式によっております。

４．消費税等の会計処理方法　　
　　同左

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金
同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなって
おります。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲　　
　　同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成21年4月1日
至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月1日
至　平成23年3月31日)

　　　　　　　　　　　　―

(資産除去債務に関する会計基準等)
　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21
号平成20年3月31日）を適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

　

【表示方法の変更】

前事業年度
(自　平成21年4月1日
至　平成22年3月31日)

当事業年度
（自 　平成22年4月1日 
 至　平成23年3月31日）

―

（キャッシュ・フロー計算書）
　前事業年度において、「未払金の増減額」及び「立替金
の増減額」は営業活動によるキャッシュ・フローの「そ
の他」に含めて表示しておりましたが、金額に重要性が増
したため、当事業年度より独立掲記しております。なお、前
事業年度の「未払金の増減額」は605千円、「立替金の増
減額」は△4,255千円であります。
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【注記事項】

　
（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年3月31日）

当事業年度
（平成23年3月31日）

※1 有形固定資産から控除した減価償却累計額
　　器具備品　　　　　　　　　　　　　　　　745千円

 

　
※2 差し入れている有価証券等の時価額
　　
  差入証拠金代用有価証券　　　　　　　　333,119千円
（顧客の直接預託に係るものを除く）　　　　
　　
  差入保証金代用有価証券　　　　    　　529,739千円　　
 
※3　差入を受けている有価証券等の時価額
　　
　受入証拠金代用有価証券              1,682,714千円
（再担保に供する旨の同意を得たものにかぎる）　　　　
　　
　受入保証金代用有価証券　　 　　　　 1,148,168千円（再担
保に供する旨の同意を得たものに限る）　　　　　　

　
※2 差し入れている有価証券等の時価額
　　
  差入証拠金代用有価証券　　　　　　 　781,534千円
（顧客の直接預託に係るものを除く）　　　　
　　
  差入保証金代用有価証券　　　　    　 706,926千円　　
 
※3　差入を受けている有価証券等の時価額
　　
　受入証拠金代用有価証券               798,983千円
（再担保に供する旨の同意を得たものにかぎる）　　　　
　　
　受入保証金代用有価証券　　 　　　　　872,082千円（再担保
に供する旨の同意を得たものに限る）　　　　　　

※4 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次
のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金
　金融商品取引法第46条の5に基づき計上しております。

※4 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次
のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金
　金融商品取引法第46条の5に基づき計上しております。

※5 偶発債務
　当社は、その一顧客から、平成21年2月6日付で、当社を所
属証券会社としていた金融商品取引仲介業者とともに、適
合性原則違反・断定的判断の提供・説明義務違反等の不
法行為があったとして賠償額4,370万円を請求する損害賠
償請求訴訟を提起されました。当社は、弁護士を交えて原
告の主張を分析した結果、今回の提訴について正当性の無
いものと考えており、今後裁判において当社の主張が正し
いことを明らかにする所存であります。
 

※5 偶発債務
　当社は、その一顧客から、平成21年2月6日付で、当社を所
属証券会社としていた金融商品取引仲介業者とともに、適
合性原則違反・断定的判断の提供・説明義務違反等の不
法行為があったとして賠償額4,370万円を請求する損害賠
償請求訴訟を提起されました。本件につきましては、平成
22年9月6日東京地方裁判所において控訴人の請求を棄却
する判決が下り、その後、控訴人は、平成22年9月17日に東
京高等裁判所へ控訴を行いましたが、平成23年3月24日に
控訴棄却の判決により、本訴訟が決着したため、当該偶発
債務は消滅しました。

　

　

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成21年4月1日 （自　平成22年4月1日

至　平成22年3月31日） 至　平成23年3月31日）

　 　
※1　トレーディング損益の内訳

　 　
実現損益
（千円）

評価損益
（千円）

 計
（千円）

　 株券等 △93 ― △93

　 債券等 ― ― ―

　 　 △93 ― △93

※1　トレーディング損益の内訳

　 　
実現損益
（千円）

評価損益
（千円）

計
（千円）

　 株券等 △2,716 ― △2,716

　 債券等 ― ― ―

　 　 △2,716　 △2,716

　 　

※2　金融収益の内訳 ※2　金融収益の内訳

　 　
　　信用取引収益　　　　　　　　　24,731千円
　　　　　

　　信用取引収益　　　　　　　　　　31,073千円

　　　　　計　　　　　　　　　　　24,731千円 　　　　　計　　　　　　　　　　　　31,073千円
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　 前事業年度 当事業年度

（自　平成21年4月1日 （自　平成22年4月1日

至　平成22年3月31日） 至　平成23年3月31日）

　 　

※3　金融費用の内訳 ※3　金融費用の内訳

　 　

　　信用取引費用　　　　　　　　　16,988千円 　　信用取引費用　　　　　　　　　  24,085千円

　　　　　計　　　　　　　　　　　16,988千円 　　　　　計　　　　　　　　　　　  24,085千円

　 　

※4　取引関係費の内訳 ※4　取引関係費の内訳

　　 支払手数料　　　　　　　　 　26,091千円 　　 支払手数料　　　　　　　　　　 49,457千円

　　 取引所・協会費　　　　　　　　1,803千円 　　 取引所・協会費　　　　　　　　　1,919千円

　　 通信・運送費　　　　　　　　　9,689千円 　　 通信・運送費　　　　　　　　　 11,581千円

　　 旅費・交通費　　　　　　　　　1,927千円 　　 旅費・交通費　　　　　　　　　　1,600千円

　 　広告宣伝費　　　　　　　　　　　 67千円 　 　広告宣伝費　　　　　　　　　　　 　42千円

　　 交際費　　　　　　　　　　　　1,568千円 　　 交際費　　　　　　　　　　　　　2,953千円

　　 　　計　　　　　　　　　　　 41,147千円 　　 　　計　　　　　　　　　　　 　67,554千円

　 　

※5 人件費の内訳 ※5 人件費の内訳

      役員報酬　　　　　　　　　　 8,100千円       役員報酬　　　　　　　　　　　 6,400千円

      報酬・給料　　　　　　　　　54,092千円       報酬・給料　　　　　　　　　　75,605千円

    　歩合外務員報酬　　　　　　　87,649千円     　歩合外務員報酬　　　　　　　 129,280千円

　　　その他の報酬・給料　　　　　 5,560千円 　　　その他の報酬・給料　　　　　 　7,100千円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　13,468千円 　　　福利厚生費　　　　　　　　　　12,160千円

　　　退職金　　　　　　　　　　　　―　千円 　　　退職金　　　　　　　　　　　　　　―千円

　　　　　　計　　　　　　　　　 168,870千円 　　　　　　計　　　　　　　　　 　230,546千円

　 　

※6　不動産関係費の内訳 ※6　不動産関係費の内訳

　　　不動産費　　　　　　　       9,187千円 　　　不動産費　　　　　　　         7,148千円

　　　器具・備品費　　　　　　　　12,139千円 　　　器具・備品費　　　　　　　　　 9,098千円

　　　　　計　　　　　　　　　　　21,327千円 　　　　　計　　　　　　　　　　　　16,246千円

　 　

※7　事務費の内訳 ※7　事務費の内訳

　　　事務委託費　　　 　　　　　 50,101千円 　　　事務委託費　　　 　　　　　 　44,632千円

　　　事務用品費　　　　　　     　2,817千円 　　　事務用品費　　　　　　     　　2,563千円

　　　　　計　　　　　　　　　　　52,919千円 　　　　　計　　　　　　　　　　　　47,195千円

　 　

※8　租税公課の内訳　　　　　　　　　 ※8　租税公課の内訳　　　　　　　　　

　　　事業税　　　　　　　　　　   1,094千円 　　　事業税　　　　　　　　　　   　1,408千円

　　　印紙税　　　　　　　　　　 　　217千円 　　　印紙税　　　　　　　　　　 　　　336千円

　　　その他　　　　　　　　　　 　　227千円 　　　その他　　　　　　　　　　 　　　 30千円

　　　　　計　　　　　　　　　　 　1,539千円 　　　　　計　　　　　　　　　　 　　1,775千円

　 　

※9　その他の内訳 ※9　その他の内訳

　　　水道光熱費　　　　　　　　　 1,415千円 　　　水道光熱費　　　　　　　　　 　1,328千円

　　　その他　　　　　　　　　　　 2,172千円 　　　その他　　　　　　　　　　　 　3,632千円

　　　　　計　　　　　　　　　　　 3,588千円
　　　　　計　　　　　　　　　　　 　4,960千円
 
※10　減損損失

　

　当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

事業用資産 長期前払費用 ―

　当該事業用資産は、事業継続の見込みが立たないこ　　と
に伴い、将来キャッシュ・フローを見込むことができな
くなったため、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失（29,392千円）として、特別損失に計上いたしま
した。
　なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、零
として評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度(自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

  普通株式(株) 7,192 1,000 ― 8,192

（注）1.変動事由の概要

　　発行済株式総数1,000株の増加は、第三者割当増資により新株を発行したことによるものです。

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

第1回新株予約権 普通株式 518 ― ― 518 ―

第2回新株予約権 普通株式 764 ― 5 759 ―

第3回新株予約権 普通株式 540 ― 5 535 ―

合計 1,822 ― 10 1,812 ―

（注）1.　目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたと仮定した場合における株式数を記載しております。

2.　目的となる株式の変動事由の概要

　　新株予約権の減少はすべて権利失効によるものです。

４　配当に関する事項

　（1）配当金支払額　 

　　　該当事項はありません。 

　（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

　　　該当事項はありません。

　
当事業年度(自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

  普通株式(株) 8,192 250 ― 8,442

（注）1.変動事由の概要

　　発行済株式総数250株の増加は、第三者割当増資により新株を発行したことによるものです。

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

第1回新株予約権 普通株式 518 ― ― 518 ―

第2回新株予約権 普通株式 759 ― 20 739 ―

第3回新株予約権 普通株式 535 ― 5 530 ―

合計 1,812 ― 25 1,787 ―

（注）1.　目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたと仮定した場合における株式数を記載しております。

2.　目的となる株式の変動事由の概要

　　新株予約権の減少はすべて権利失効によるものです。

４　配当に関する事項

　（1）配当金支払額　 

　　　該当事項はありません。 

　（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

　　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
(自　平成21年4月1日
 至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月1日
 至　平成23年3月31日)

※1現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

現金及び預金 181,977千円

現金及び現金同等物 181,977千円

※1現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

現金及び預金 205,100千円

現金及び現金同等物 205,100千円

　
（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成21年4月1日
　至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月1日
　至　平成23年3月31日)

（ファイナンス・リース取引）
リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引は以下のとおりであり
ます。

（ファイナンス・リース取引）
リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移
転外ファイナンス・リース取引は以下のとおりでありま
す。

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、
及び期末残高相当額

　 （器具備品） 　 　

　 　 取得原価 4,010千円

　 　 減価償却累計額 2,941千円

　 　 期末残高相当額 1,069千円

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、
及び期末残高相当額

　 （器具備品） 　 　

　 　 取得原価 4,010千円

　 　 減価償却累計額 3,743千円

　 　 期末残高相当額 267千円

　 　

(2)未経過リース料期末残高相当額

　 　 １年内 867千円

　 　 １年超 298千円

　 　 　計 1,165千円

(2)未経過リース料期末残高相当額

　 　 １年内 298千円

　 　 １年超 ― 千円

　 　 　計 298千円

　 　

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　 　 支払リース料 1,547千円

　 　 減価償却費相当額 1,372千円

　 　 支払利息相当額 92千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　 　 支払リース料 904千円

　 　 減価償却費相当額 802千円

　 　 支払利息相当額 37千円
　 　

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっております。

同左

　 　

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に
よっております。

同左
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（金融商品関係）

　前事業年度(自　平成21年４月１日　至平成22年３月31日)

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用しており

ます。

1　金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取り組み方針

当社の主たる事業は、主に個人顧客を対象として、株式等金融商品の売買の取次ぎ業務を行う第一種金

融商品取引業であります。当社においては、自己勘定による金融商品の売買は原則として行っておりませ

ん。顧客に対する株式売買の仲介として信用取引を取り扱っており、買建については顧客に対して金銭の

貸付を行い、売建については株券の貸付を行っております。これら顧客の信用取引に対する貸付を行うた

めに、主に母店証券会社から借入（信用取引借入金）を行い、また母店証券会社への担保金の差入を行っ

ております。 

また自己資金に余剰があるときは、顧客信用取引買残高について自己融資をおこなっております。 

　顧客から受け入れた預り金、信用取引受入保証金、先物・オプション取引受入証拠金については、当社に

帰属する固有の資産と区分して、外部金融機関に顧客分別金信託として預託しております。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

主な金融資産として、現金・預金、預託金、信用取引資産、短期差入保証金、未収収益があります。現金・

預金は預け入れ先の信用リスクにさらされておりますが、取引相手先が信用力の高い銀行であることか

ら、当該リスクはほとんどないものであると判断しております。信用取引貸付金は顧客の信用リスクに晒

されております。顧客分別金信託は、金融商品取引法に基づき外部金融機関に信託された資産であり、そ

の信託財産は信託法により保全されております。短期差入保証金は、母店証券会社に対する、信用取引に

係る差入保証金であり母店証券会社の信用リスクに晒されております。未収収益については、顧客の信用

取引建玉に係る、未決済の受取手数料であり、信用取引貸付金と同様に、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。 

　主な金融負債として、預り金、信用取引負債、受入保証金があります。預り金は、主に決済等を目的とした

顧客口座における残金であります。信用取引負債については顧客の売建玉および母店証券会社からの融

資額であります。受入保証金は、顧客から信用取引、先物オプション取引の担保として受け入れている保

証金であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① リスク管理体制 

信用リスク、市場リスク及び流動性リスクを含む各種リスクについてリスク管理規定により明確化し、

実際の管理運営については、内部管理統括責任者を委員長とするリスク管理委員会を定期的に開催し、

リスクの現状の把握と管理方針の策定に努めております。 また、信用リスク、市場リスクについては、

日々自己資本規制比率算出過程において数値化し、各取締役に報告するとともに、確認を行っておりま

す。 
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② 信用リスクの管理 

信用取引に係るリスク管理については、社内規程のうち信用取引取扱規定にこれを定め、貸倒の発生を

未然に防ぐ管理体制を構築しております。日々の運用として、信用取引預託状況表作成により、個別の状

況把握を行い、コンプライアンス部と営業部門とが連携し、貸倒防止のため、担保受入等を含めた管理を

行っております。 

 

③ 市場リスクの管理 

当社は、自己勘定による株式等金融商品の売買を原則として行っておりません。何らかの事由により、市

場リスクのある金融資産を自己勘定にて保有する場合、日々の自己資本規制比率の算出過程にて市場リ

スクの数値化を行い、現状把握と管理を行っております。 

2　金融商品の時価等に関する事項

 平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　 貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

（1）現金・預金 181,977 181,977

（2）預託金 150,000 150,000

（3）信用取引資産 719,472 719,472

　　①信用取引貸付金 567,492 567,492

　　②信用取引借証券担保金 151,980 151,980

（4）短期差入保証金 20,000 20,000

（5）未収収益 16,407 16,407

資産計 1,087,857 1,087,857

（1）預り金 21,366 21,366

（2）信用取引負債 714,592 714,592

　　①信用取引借入金 562,612 562,612

　　②信用取引貸証券受入金 151,980 151,980

（3）受入保証金 133,934 133,934

負債計 869,893 869,893

　 　 　

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産 

（1） 現金・預金　（2）預託金 

　　時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（2） 信用取引資産　（4）短期差入保証金　（5）未収収益 

　　時価は短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 

  負　債 

（1） 預り金　（2）信用取引負債　（3）受入保証金 

　　時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

　 貸借対照表計上額（千円）

出資金 1,000

出資金については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対

象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　

　
一年以内
（千円）

1年超
（千円）

現金・預金 181,977 ―

預託金 150,000 ―

信用取引資産 719,472 ―

短期差入保証金 20,000 ―

未収収益 16,407 ―

合計 1,087,857 ―

　 　 　

　 　 　

（注4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　 一年以内（千円） 1年超（千円）

信用取引借入金 562,612 ―

合計 562,612 ―
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　当事業年度(自　平成22年４月１日　至平成23年３月31日)

1　金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取り組み方針

当社の主たる事業は、主に個人顧客を対象として、株式等金融商品の売買の取次ぎ業務を行う第一種金

融商品取引業であります。当社においては、自己勘定による金融商品の売買は原則として行っておりませ

ん。顧客に対する株式売買の仲介として信用取引を取り扱っており、買建については顧客に対して金銭の

貸付を行い、売建については株券の貸付を行っております。これら顧客の信用取引に対する貸付を行うた

めに、主に母店証券会社から借入（信用取引借入金）を行い、また母店証券会社への担保金の差入を行っ

ております。 

また自己資金に余剰があるときは、顧客信用取引買残高について自己融資をおこなっております。 

　顧客から受け入れた預り金、信用取引受入保証金、先物・オプション取引受入証拠金については、当社に

帰属する固有の資産と区分して、外部金融機関に顧客分別金信託として預託しております。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

主な金融資産として、現金・預金、預託金、信用取引資産、短期差入保証金、未収収益があります。現金・

預金は預け入れ先の信用リスクにさらされておりますが、取引相手先が信用力の高い銀行であることか

ら、当該リスクはほとんどないものであると判断しております。信用取引貸付金は顧客の信用リスクに晒

されております。顧客分別金信託は、金融商品取引法に基づき外部金融機関に信託された資産であり、そ

の信託財産は信託法により保全されております。短期差入保証金は、母店証券会社に対する、信用取引に

係る差入保証金であり母店証券会社の信用リスクに晒されております。未収収益については、顧客の信用

取引建玉に係る、未決済の受取手数料であり、信用取引貸付金と同様に、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。 

　主な金融負債として、預り金、信用取引負債、受入保証金があります。預り金は、主に決済等を目的とした

顧客口座における残金であります。信用取引負債については顧客の売建玉および母店証券会社からの融

資額であります。受入保証金は、顧客から信用取引、先物オプション取引の担保として受け入れている保

証金であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① リスク管理体制 

信用リスク、市場リスク及び流動性リスクを含む各種リスクについてリスク管理規定により明確化し、

実際の管理運営については、内部管理統括責任者を委員長とするリスク管理委員会を定期的に開催し、

リスクの現状の把握と管理方針の策定に努めております。 また、信用リスク、市場リスクについては、

日々自己資本規制比率算出過程において数値化し、各取締役に報告するとともに、確認を行っておりま

す。 

 

EDINET提出書類

株式会社エコ・プランニング証券(E03822)

有価証券報告書

46/67



　

② 信用リスクの管理 

信用取引に係るリスク管理については、社内規程のうち信用取引取扱規定にこれを定め、貸倒の発生を

未然に防ぐ管理体制を構築しております。日々の運用として、信用取引預託状況表作成により、個別の状

況把握を行い、コンプライアンス部と営業部門とが連携し、貸倒防止のため、担保受入等を含めた管理を

行っております。 

 

③ 市場リスクの管理 

当社は、自己勘定による株式等金融商品の売買を原則として行っておりません。何らかの事由により、市

場リスクのある金融資産を自己勘定にて保有する場合、日々の自己資本規制比率の算出過程にて市場リ

スクの数値化を行い、現状把握と管理を行っております。 

2　金融商品の時価等に関する事項　　　

 平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　 貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

（1）現金・預金 205,100 205,100

（2）預託金 150,000 150,000

（3）立替金※ 立替金　　　　　1,690,275 836,814

　 貸倒引当金　※　△853,461　

　 　　　　　　　　　836,814 836,814

（4）信用取引資産 625,592 625,592

　　①信用取引貸付金 594,948 594,948

　　②信用取引借証券担保金 30,644 30,644

（5）短期差入保証金 130,683 130,683

（6）未収収益 14,004 14,004

資産計 1,962,195 1,962,195

（1）預り金 37,443 37,443

（2）信用取引負債 621,791 621,791

　　①信用取引借入金 591,147 591,147

　　②信用取引貸証券受入金 30,644 30,644

（3）受入保証金 43,948 43,948

（4）未払金 1,904,033 1,904,033

負債計 2,607,217 2,607,217

※立替金に対して計上した貸倒引当金を控除しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産 

（1） 現金・預金　（2）預託金 

　　時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）立替金

　　回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は、決算日における貸借対照表価額　　　

　　から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該帳簿価額によっております。

（4） 信用取引資産　（5）短期差入保証金　（6）未収収益 
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　　時価は短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 

  負　債 

（1） 預り金　（2）信用取引負債　（3）受入保証金 　（4）未払金

　　時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

　 貸借対照表計上額（千円）

出資金 1,500

出資金については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対

象とはしておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
一年以内
（千円）

1年超
（千円）

現金・預金 205,100 ―

預託金 150,000 ―

信用取引資産 625,592 ―

短期差入保証金 130,683 ―

未収収益 14,004 ―

合計 1,125,381 ―

（注）立替金は償還予定額が見込めないため、記載しておりません。

（注4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　 一年以内（千円） 1年超（千円）

信用取引借入金 621,791 ―

合計 621,791 ―

　

（有価証券関係）

　　前事業年度（平成22年3月31日現在）該当事項はありません。

　　当事業年度（平成23年3月31日現在）該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引関係）

　　前事業年度（平成22年3月31日現在）該当事項はありません。 

　　当事業年度（平成23年3月31日現在）該当事項はありません。

　
（退職給付関係）

　前事業年度（平成22年3月31日現在）該当事項はありません。 

　　当事業年度（平成23年3月31日現在）該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

　前事業年度（自　平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

1　ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 ①第1回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成17年10月17日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役4、監査役2、従業員20、顧問9

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式800

　付与日 　平成18年1月25日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成19年11月1日～平成25年10月31日

　　　  ②第2回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成17年10月17日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役6、監査役2、従業員20、顧問9

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式900

　付与日 　平成18年9月27日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成19年11月1日 ～平成25年10月31日
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　　　③第3回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成19年6月29日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役5、監査役0、従業員14、顧問4

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式1,000

　付与日 　平成19年11月2日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成21年11月2日 ～平成29年6月28日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　 ①　ストック・オプションの数

　会社名 ㈱エコ・プランニング証券 ㈱エコ・プランニング証券 ㈱エコ・プランニング証券

　決議年月日 平成17年10月17日 平成17年10月17日 平成19年6月29日

　権利確定前 　 　 　

　　期首(株） ― ― 540

　　付与(株） ― ― ―

　　失効(株） ― ― 5

　 権利確定(株） ― ― 535

　 未確定残(株） ― ― ―

　権利確定後 　 　 　

　　期首(株） 518 764 ―

　 権利確定(株） ― ― 535

　 権利行使(株） ― ― ―

　　失効(株） ― 5 ―

　 未行使残(株） 518 759 535

　　 ②　単価情報

　会社名 ㈱エコ・プランニング証券㈱エコ・プランニング証券㈱エコ・プランニング証券

　決議年月日 平成17年10月17日 　平成17年10月17日 　平成19年6月29日

　権利行使価格(円） 70,000 70,000 100,000

　行使時平均株価(株） ― ― ―

　付与日における公正
　な評価単価（株）

― ― 0

　

　　2　当事業年度に付与されたストックオプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　 該当事項はありません。
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　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

1　ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 ①第1回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成17年10月17日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役4、監査役2、従業員20、顧問9

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式800

　付与日 　平成18年1月25日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成19年11月1日～平成25年10月31日

　　　  ②第2回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成17年10月17日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役6、監査役2、従業員20、顧問9

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式900

　付与日 　平成18年9月27日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成19年11月1日 ～平成25年10月31日
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　　　③第3回ストックオプション

　会社名 　株式会社エコ・プランニング証券

　決議年月日 　平成19年6月29日

　付与対象者の区分及び人数(名） 　当社取締役5、監査役0、従業員14、顧問4

　株式の種類及び付与数(株) 　普通株式1,000

　付与日 　平成19年11月2日

　権利確定条件

　①新株予約権は、発行時に割当てを受けた新株予約権におい 
　　て、これを行使することを要する。ただし、相続又は合併に 
　　より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 
　②新株予約権発行時において当会社の取締役、監査役、顧問又 
　　は従業員であった者は、新株予約権行使時においても当会 
　　社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査 
　　役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了 
　　による退任、定年退職その他正当な理由のある場合、並びに 
　　相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
　③その他新株予約権の行使の条件は、株主総会及び取締役会決 
　　議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 
　　権割当契約に定めるところによる。

　対象勤務期間 　定めておりません。

　権利行使期間 　平成21年11月2日 ～平成29年6月28日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　 ①　ストック・オプションの数

　会社名 ㈱エコ・プランニング証券 ㈱エコ・プランニング証券 ㈱エコ・プランニング証券

　決議年月日 平成17年10月17日 平成17年10月17日 平成19年6月29日

　権利確定前 　 　 　

　　期首(株） ― ― ―

　　付与(株） ― ― ―

　　失効(株） ― ― ―

　 権利確定(株） ― ― ―

　 未確定残(株） ― ― ―

　権利確定後 　 　 　

　　期首(株） 518 759 535

　 権利確定(株） ― ― ―

　 権利行使(株） ― ― ―

　　失効(株） ― 20 5

　 未行使残(株） 518 739 530

　　 ②　単価情報

　会社名 ㈱エコ・プランニング証券㈱エコ・プランニング証券㈱エコ・プランニング証券

　決議年月日 平成17年10月17日 　平成17年10月17日 　平成19年6月29日

　権利行使価格(円） 70,000 70,000 100,000

　行使時平均株価(株） ― ― ―

　付与日における公正
　な評価単価（株）

― ― 0

　

　　2　当事業年度に付与されたストックオプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　 該当事項はありません。

　

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年3月31日）

前事業年度
（平成22年3月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
 
　　　　（繰延税金資産）　　

　　　繰越欠損金　　　　　　　　　　123,242

　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　169

　　　その他　　　　　　　　　　　　　　 ―　　　　　

　　　繰延税金資産小計　　　　　　　123,411　　　　

　　　評価性引当金　　　　　　　　△123,411

　　　繰延税金資産計　　　　　　　　　　 ―
 
　　　　（繰延税金負債）

　　　繰延税金負債計　　　　　　　　　　 ―
 
 
 
 
 
 
2. 法廷実効税率と税効果的用語の法人税等の負担率と
　
　の間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな
　った主要な項目別の内訳
 
　税引前当期純損失のため記載を省略しております。
 
 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
 
　　　　（繰延税金資産）　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　繰越欠損金　　　　　　　　　　125,852

　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　347,273

　　　特別退職引当金　　　　　　　　　6,286

　　　減損損失　　　　　　　　　　　 11,959

　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　468

　　　その他　　　　　　　　　　　　　　841

　　　繰延税金資産小計　　　　　　　492,681

　　　評価性引当金　　　　　　　　△492,681

　　　繰延税金資産　　　　　　　　　　　―
 
　　　　（繰延税金負債）

　　　繰延税金負債計　　　　　　　　　　―　
 

 
2.法廷実効税率と税効果的用語の法人税等の負担率と　
　の間に重要な差異があるときの当該差異の原因とな
　った主要な項目別の内訳
 
　税引前当期純損失のため記載を省略しております。
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（企業結合関係）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

　前事業年度（自　平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」のみであり、区分すべき事業セグメントは存在しませ

ん。したがって、報告セグメントも単一であるため、記載を省略いたしております。

　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」のみであり、区分すべき事業セグメントは存在しませ

ん。したがって、報告セグメントも単一であるため、記載を省略いたしております。

　【関連情報】

　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

　１.製品及びサービスごとの情報

 単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しております。

　２.地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　３.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

　【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

　【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

　【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。
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（追加情報）

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年3月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第20号平成

20年3月21日）を適用しております。

　

（持分法損益等）

　前事業年度（自　平成21年4月1日　至平成22年3月31日）該当事項はありません。 

　　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成21年4月1日　至平成22年3月31日）該当事項はありません。

当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

　１.関連当事者との取引

　　　財務諸表提出会社と関連当事者の取引

　　　財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額
（千円）

科目
期末
残高
（千円）

主要株主 買場清 ― ― 会社役員
（被所有）
直接11.8

営業上の
取引

有価証券
売買及び
デ リ バ
ティブ取
引

24,643立替金 680,138

　(注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　2.有価証券売買及びデリバティブ取引における手数料率については一般の取引条件と同様に決定しております。

　２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　該当事項はありません。

　

　

（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　　　　 24,199円　64銭

　

１株当たり純資産額　　　　　　　　　 △83,095円　44銭

　

１株当たり当期純損失 △9,158円　36銭

　

１株当たり当期純損失 △108,555円　68銭

　

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は、非上場

・非登録であり、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は、非上場

・非登録であり、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

(注)1.　１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度末

（平成22年3月31日)
当事業年度末末
(平成23年3月31日）

純資産の部の合計額(千円) 198,243 △701,491

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 198,243 △701,491

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式数(株)

8,192 8,442

(注)2.　１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

(自　平成21年4月１日
至　平成22年3月31日)

当事業年度
(自　平成22年4月１日
至　平成23年3月31日)

損益計算上の当期純損失（△）(千円) △65,894 △909,735

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △65,894 △909,735

普通株式の期中平均株式数(株) 7,195 8,380
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(重要な後発事項)

　前事業年度（自　平成21年4月1日　至平成22年3月31日）　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成22年4月1日　至平成23年3月31日）

当社は、平成23年4月5日開催の取締役会において、ひびき証券株式会社に対して、当社の金融商品仲介事

業部門を承継させることを決議し、平成23年4月15日、同社と吸収分割契約書を締結いたしました。本吸収分

割の効力発生日は、平成23年8月8日であり、同日付で当社は本件事業に関する資産、債務、雇用契約その他の

権利義務及び契約上の地位を承継させる予定であります。　　　　

　（1） 当該会社分割の目的

　当社は、東日本大震災の影響による多額の立替金の発生により、証券業を休止しており顧客　　　　　　は新規

の取引ができない状況にあります。当該会社分割契約により、投資者が証券取引活動を再開しうるようにな

ることから、本件会社分割は、投資者保護を目的とするものです。

　（2） 会社分割をする事業内容及び当該会社分割の方法

　当社の金融商品仲介事業部門を、当社を分割会社、ひびき証券を承継会社とする会社分割（会社法第784条

3項及び第796条第3項の規定にもとづき分割会社及び承継会社の株主総会の承認決議を不要とする簡易吸

収分割）により、承継を行うものであります。

　（3）当該会社分割の日程

　　　　　会社分割承認取締役会　　　平成23年4月5日

　　　　　会社分割契約書締結　　　　平成23年4月15日

　　　　　会社分割効力発生日　　　　平成23年8月8日

　（4）承継会社の概要

　　　　　商号　　　　　　　ひびき証券株式会社

　　　　　本店の所在地　　　大阪府大阪市中央区今橋一丁目６番１９号

　　　　　代表者の氏名　　　井上　智治

　　　　　資本金の額　　　　５億円　　　　　
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却
累計額または償
却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

器具備品 856 ― 856 ― ― 32 ―

有形固定資産計 856 ― 856 ― ― 32 ―

長期前払費用 16,57520,000 ― 36,575 36,575 3,315 ―

　

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

　　　　　　借入金及び金利負担を伴うその他の負債（社債を除く）の金額が、負債及び純資産の合計　　　　　　

　　　　　額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しておりま

　　　　　す。

　
【引当金明細表】

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）
(千円)

当期減少額
(その他）
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 ― 853,461 ― ― 853,461

特別退職引当金 ― 15,450 ― ― 15,450

　

　【資産除去債務明細表】

　　　　　　該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

(イ)現金・預金

区分 金額(千円)

現金 60,311

預金 　

当座預金 132

普通預金 144,656

計 144,789

合計 205,100

(ロ)預託金

内訳 金額(千円)

顧客分別金信託　(注) 150,000

合計 150,000

(注)　国内において信託会社等に信託している顧客分別金信託額であります。

(ハ）立替金

内訳 金額(千円)

顧客への立替金(注) 1,690,275

合計 1,690,275

　(注)顧客のオプション取引損失にかかる未回収金額であります。

(ニ)信用取引資産

内訳 金額(千円)

信用取引貸付金(注)1 594,948

信用取引借用証券担保金(注)2 30,644

合計 625,592

（注）1. 顧客の信用取引による有価証券買付代金相当額であります。

 2. 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。
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(ホ)短期差入保証金

内訳 金額（千円）

信用取引差入保証金　（注)1 3,442

先物取引差入証拠金　（注)2 124,240

その他差入保証金　　（注)3 3,000

合計 130,683

（注）1.信用取引に伴い母店である㈱だいこう証券ビジネスに差し入れている借証券担保金であります。

（注）2.先物取引に伴い母店である㈱だいこう証券ビジネスならびにひまわり証券㈱に差し入れている現金でありま

す。

（注）3.バックオフィス業務委託に伴い㈱だいこう証券ビジネスに差し入れている保証金であります。

　

②　流動負債

(イ)信用取引負債

内訳 金額(千円)

信用取引借入金　　　(注)1 591,147

信用取引貸証券受入金(注)2 30,644

合計 621,791

（注）1. 信用取引による母店であるだいこう証券ビジネスからの借入金であります。

 2. 顧客の信用取引による有価証券の売付代金相当額であります。

　  　(ロ）未払金

内訳 金額(千円）

オプション取引にかかる未払金 (注)1
 
未払給与・報酬
 
未払消費税

1,874,042
 

26,294
 

3,696

合計 1,904,033

（注）1.　オプション取引に伴い損失をうけたことに伴って発生した、ひまわり証券㈱に対する決済損失の未払金額で

あります。

　

(3) 【その他】

　　①決算日後の状況

特記事項はありません。

　　②重要な訴訟事件等

　　　貸借対照表関係の注記5　偶発債務に記載のとおりです。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

株券の種類 当社定款の規定により株券は発行しておりません。

剰余金の配当の基準日 3月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え 　

　　取扱場所 東京都中央区新川1-1-7　株式会社エコ・プランニング証券

　　株主名簿管理人 なし

　　取次所 株式会社エコ・プランニング証券本店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 当社定款の規定により株券は発行しておりません。

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　買取手数料 ―

公告掲載方法 官報

株主に対する特典 なし

株式の譲渡制限 取締役会の承認を受けなければならない。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、上場会社ではありませんので金融商品取引法第24条の7第1項の適用はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

　（1）有価証券報告書　　　　事業年度　  自　平成21年4月1日　 　平成22年6月30日

　　　及びその添付書類　　　（第10期） 　至　平成22年3月31日　　関東財務局長に提出

　（2）有価証券報告書の　　　事業年度　　自　平成21年4月1日　 　平成22年7月23日 

　　　　　　訂正報告書　　　（第10期） 　至　平成22年3月31日　　関東財務局長に提出

　（3）半期報告書　　　　　　事業年度　　自　平成22年4月1日　 　平成22年12月28日 

　　　　　　　　　　　　　　（第11期中） 至　平成22年9月30日　　関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年6月28日

株式会社エコ・プランニング証券

取締役会　御中

根本公認会計士事務所

公認会計士　　根　本　俊　一　　㊞

　

私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エコ・プランニング証券の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第10期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表

について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私

に財務諸表には重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エコ・プランニング証券の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績及びキャッシュ・フローをすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報 

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前々期より継続して営業損失を計上してお

り、当事業年度においても営業損失及び当期純損失を計上している。これに伴い、「金融商品取引業等に関す

る内閣府令」に定める自己資本規制比率が低下している状況にある。当該状況により継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され

ている。 

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映され

ていない。 

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年6月29日

株式会社エコ・プランニング証券

取締役会　御中

監 査 法 人  元 和

 

指定社員

業務執行社員 公認会計士　　 星山　和彦

 

指定社員

業務執行社員 公認会計士 　　根本　俊一

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社エコ・プランニング証券の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第11期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附

属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表には重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。

記

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度においてオプション取引を行っ

た顧客に対する立替金に対して853,461千円の貸倒引当金を計上したことなどに伴い、909,735千円の当期純

損失を計上した結果、事業年度末において701,491千円の債務超過になっている。また、自己資本規制比率は、

金融庁が3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる100％の水準を大きく下

回る状況に陥ったことから、業務停止命令を受けており、すでに平成23年3月25日より新規取引の注文を停止

している。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。

　会社は、多額の損失を計上した顧客から債権回収を進める予定ではあるものの、貸倒引当金を計上した立替

金について全額回収の目処が立たない状況にあるとともに、新規取引の注文を停止している状況の中で、収益

を獲得する手段が実質上ついえていることから、具体的な対応策は未確定となっており、継続企業を前提とし

て作成されている上記の財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。

 

当監査法人は、上記の財務諸表が、上記事項の財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、株式会社エコ・プラ

ンニング証券の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。

追記情報

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成23年4月5日開催の取締役会で、当社の金融商品仲介事業部門を

ひびき証券株式会社に承継させることを決議し、同年4月15日に同社との間で吸収分割契約を締結している。
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　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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